
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地域たすけあいサービス」 をご利用ください 

 日高川町社協では、高齢者や障がいのある方が、いつまでも住み慣れた地域で 

安心して暮らせるよう社協に登録した協力員がお手伝いをする住民参加型の福祉 

有償サービス「地域たすけあいサービス」を実施しています。 

サービス利用対象者 

町内在住で、町内に家族や親戚がいない場合や、いる場合でも援助を求めることが 

困難な以下の世帯 

① 夫婦いずれかが 65 歳以上の世帯 ② 65 歳以上の独居世帯 ③ 障がい者を含む世帯 

④ 社協会長が特に必要と認めた世帯 

サービス内容 

・庭等の除草、草刈、庭木の伐採 ・住居等の掃除、整理整頓 ・生活必需品の買い物、調理 

・衣類等の洗濯 ・外出介助 ・官公庁との連絡、代筆、朗読 ・粗大ごみの運搬  

・墓掃除 ・診察券入れ、薬取り ・その他 

利用料 

 ・３０分 ５００円～ 

☆サービス提供協力員の募集 

まだまだ元気に働ける方や、定年を迎えても今まで培った技能・技術を使って地域社会に貢献した

り、身体を動かすことに喜びを感じられる方など、協力員として登録して下さい。町内に住まわれて

いる方で、このサービスにご理解いただける方なら誰でも登録できます。特に家庭内の掃除や調
理などをしていただける女性の方、大歓迎です。誰もが住み慣れた地域でいつまでも暮らせる

よう、お手伝い下さい。 

 

 

 

５月 15 日（火） 

三佐「旧たちばな 

保育所」 

５月 15 日（火） 

和佐「和佐児童館」 

ふれあい  にっこり弁当 

５月 20 日（日） 

坂野川「望月荘」 

５月 1０日（木） 

寒川「さかゑや」 
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 善意の預託 ３月１日から３１日までにご寄付頂いた方を、

御礼を込めてご紹介させて頂きます。（順不同） 

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生 160  TEL.0738-22-5424 FAX.0738-24-2552 E-mail：h-kawabe@naxnet.or.jp 

どうぞお気軽にお越し下さい♪ 

【お問い合わせ先】 

日高川町社会福祉協議会 
川辺本所：日高川町土生 160 

日高川町保健センター西側 

Tel  0738-22-5424 

FAX 0738-24-2552 

中津支所：日高川町高津尾 29 

日高川町役場中津支所 3 階 

Tel  0738-54-1007 

FAX 0738-54-1011 

美山支所：日高川町川原河 264 

日高川町保健福祉センター内 

Tel  0738-56-0395 

FAX 0738-56-7005 

 

社協で実施している配食サービス

の食材として、多くの方から、タ

ケノコ、わらび、スナップえんど

う、うまい菜、ブロッコリー、パ

セリ、八朔をいただきました。 

紙面を通じて厚く御礼申し上げま

す。今後も配食サービスの食材と

して、皆様からのご提供を受け付

けております。どのような食材で

も結構です。お近くの事務所まで

持って来て頂ければ幸いです。 

中津支所「相談室」 ５４－１００７ 

弁護士による専門相談に応じます。予約の際に時間帯をご案内します。 

中津支所「相談室」 

５４－１００７ 
１５日(火) 

美山支所「相談室」 
５６－０３９５ 

月 

6 5 ８日(火) 
川辺本所「相談室」 

２２－５４２４ 
川辺本所「相談室」 

２２－５４２４ 

心配ごと相談 時間：午後１時～３時 

どんな些細なことでも 

一人で悩まないで！ 

１９日(火) 

日高川町にお住まいの方の日常生活上の心配ごとや悩みごとについ

て、相談に応じます。お気軽にご相談ください。（無料・秘密厳守） 

予約制のため、相談ごとのある方は、お近くの事務所までご連絡下さい。

定数になり次第締め切らせて頂きます。 

５日(火) 

ふれあい相談 

日程 

弁護士相談 時間：午後１時～４時 （お一人３０分まで） 

６月１２日(火) 

月 

美山支所「相談室」 

５６－０３９５ 
２２日(火) 

※詳細はホームページにも掲載しています。<http://www.hidakagawa-shakyo.or.jp/index.html> 

 

調停委員による「調停相談」の開催日程が決まりました 

 平成３０年度の調停相談が以下の日程で開催されます。 

調停相談は、お金や土地・建物の紛争、夫婦間の問題や遺産の分割などの家庭内の 

紛争等について、調停委員が調停手続の利用に関する相談に応じるものです。調停相談は予約制とな

っておりますので、ご相談がある方は一週間前までにお近くの社協事務所までご連絡下さい。（無料） 

開催日（午後１～４時） 場  所 連 絡 先 

 ８月２１日（火） 社協川辺本所 （0738）-22-5424 

１２月１８日（火） 社協中津支所 （0738）-54-1007 

 ３月 ５日（火） 社協美山支所 （0738）-56-0395 
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６５歳以上で寝たきり状態にある在宅の高齢 

者を介護する家庭や、常時失禁状態にある重 

度身体障がい児者に対して、紙おむつ（テー 

プタイプ、パンツタイプ、パットタイプ）を 

年間５万５千円分支給しています。所得によ 

って費用負担があります。詳しくはお近くの 

事務所までお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 科      目 金   額 

収 
 

 
 

 
 

 
 

入 

会費収入 ３，３０２，０００ 円 

寄付金収入  ４，０００，０００ 円 

町補助金収入 ５０，０００，０００ 円 

共同募金配分金収入 １，４０３，０００ 円 

受託金収入 ２，８２３，０００ 円 

貸付事業収入 ５５５，０００ 円 

事業収入 ２，４０５，０００ 円 

負担金収入 ６２４，０００ 円 

介護保険事業収入 １８，３１６，０００ 円 

障害福祉サービス等事業収入 ３，７１１，０００ 円 

受取利息収入 １６６，０００ 円 

雑収入 ４０，０００ 円 

サービス区分間繰入金収入 ７，１７７，０００ 円 

前期末支払資金残高 ２，７６０，０００ 円 

合     計 ９７，２８２，０００ 円 

 

 

 科      目 金   額 

支 
 

 
 

 
 

 

出 

人件費支出 ６８，８０４，０００ 円 

事業費支出 １１，３２７，０００ 円 

事務費支出 ６，０９２，０００ 円 

貸付事業支出 ９００，０００ 円 

共同募金配分事業費 １，４６６，０００ 円 

助成金支出 １，４００，０００ 円 

負担金支出 ５，０００ 円 

サービス区分間繰入金支出 ７，１７７，０００ 円 

予備費支出 １１１，０００ 円 

合     計 ９７，２８２，０００ 円 

 

基本方針 

 -福祉のまちづくりを目指して- 

社会福祉協議会は今年度も、公益性と透明性の高い事業・組織の経営を 

行いながら、事業を実施し、住民の皆様とともに歩む地域福祉の推進、親しまれる介護サービスの

提供に努めていきます。 

 

さて、現在の社会福祉を取り巻く環境は、社会保障・社会福祉制度が充実してきた今日であって

も、急速に進む少子高齢化、そして人口減少時代を迎え、高齢化率の上昇、単身世帯や認知症患者

の増加、生活困窮、老老介護、引きこもり、子どもの貧困等、さまざまな社会構造の変化や生活課

題が生じています。家族や地域との関係性が縮小化し、世代を問わず社会的孤立に陥り、様々な生

活のしづらさを抱え、制度に結び付いていない、あるいは制度の狭間にあって必要な支援を受けら

れない方がいるなど、地域における福祉課題・生活課題は深刻化しており日高川町も例外ではあり

ません。 国においては社会福祉法改正のほか、地域共生社会の実現に向けた諸施策が展開される

方向にあり、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民

や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、住民ひとり一人の暮らしと生きがい、地域をとも

に創っていく「我が事」「丸ごと」の地域共生社会づくりが推進されようとしています。 

 

こうした世の情勢を踏まえ、日高川町社会福祉協議会は、誰もが参加できる地域の居場所や支え

合いの仕組みづくり等の住民の活動をともに考え、支えることで、住民主体の地域福祉を推進する

使命を果たしていきます。 また同時に、複合的な生活課題の支援窓口として、生活困窮者支援や

権利擁護、在宅介護サービス等の支援を充実させ、多職種が連携し、さまざまな支援が必要になっ

ても安心して暮らせる地域づくりを推進していきます。 

平成３０年度日高川町社会福祉協議会事業計画 

日高川町社会福祉協議会 一般会計 

収入 ９７，２８２，０００ 円 

支出 ９７，２８２，０００ 円 

2 

平成３０年度日高川町社会福祉協議会当初予算 

3 

入退院時や通院などの際、車の運転ができる

家族がいる場合でも、普通車両に乗せての移

送が困難な場合、社協の車いす仕様の車両の

貸出を行っております。貸出・お問い合わせ

はお近くの事務所までお願いします。 

 

～介護用品支給事業～ ～福祉車両貸出事業～ 


